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※
平
成
20
年
度
以
降
の
国
民
健
康
保
険
税
に
適
用
さ
れ
ま
す

寄
居
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

改
正
で
限
度
額
等
を
変
更

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に

伴
っ
て
、
４
項
目
を
改
正

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
い
Ὶ
条
例
を
改
正

す
る
も
の
で
す
Ί

　
総
務
常
任
委
員
会
の
慎
重
審
議
を
経
て
、
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
。

支
援
金
の
名
目
で
高
齢
者
を
差

別
す
る
制
度
に
反
対

田
母
神
節
子
議
員

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
よ
り
、厚

労
省
は
０
歳
〜
74
歳
ま
で
の
国
民
で
支
え
合

う
と
し
て
﹁
支
援
金
﹂
と
い
う
名
目
で
療
養
費

と
並
べ
て
支
援
金
を
納
付
さ
せ
ま
す
。も
と
も

と
が
、医
療
費
削
減︵
国
か
ら
出
る
︶が
出
発
点

で
す
。
２
年
ご
と
に
見
直
し
︵
値
上
げ
︶さ
れ
、

値
上
げ
の
た
び
に
75
歳
以
上
の
高
齢
者
に
こ

の
お
金
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
、

高
齢
者
差
別
意
識
が
芽
生
え
る
、長
寿
を
祝
え

な
い
考
え
に
陥
ら
せ
る
制
度
で
す
。

国
民
皆
保
険
制
度
を
将
来
も

持
続
可
能
な
も
の
に

大
平
久
幸
議
員

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
改
正

で
す
が
、
こ
の
制
度
の
廃
止
を
迫
っ
て
、
野
党

は
福
田
首
相
の
問
責
決
議
を
決
め
、国
会
は
混

乱
し
て
い
ま
す
。国
民
主
体
の
制
度
創
設
の
た

め
、
運
用
面
で
の
十
分
な
調
査
・
点
検
を
速
や

か
に
行
な
っ
て
問
題
点
を
解
消
し
、高
齢
者
が

安
心
で
き
る
制
度
を
早
く
つ
く
り
上
げ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。ま
た
、
町
は
今
後
の
動
向

を
注
視
す
る
中
で
、適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を

要
望
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
を
創
設

ῼ
０
歳
Ό
74
歳
ま
で
の
医
療
保
険
加
入
者
で
Ὶ
国
保
に
お
い

て
も
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
を
納
入

限
度
額
を
改
正
し
て
68
万
円
に

ῼ
賦
課
限
度
額
 
１
世
帯
１
年
間
当
た
り
の
医
療
給
付
費
分
Ὶ
後

期
高
齢
者
支
援
金
分
Ὶ
介
護
納
付
金
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
算
出
税
額

の
上
限
 
が
Ὶ
65
万
円
↓
68
万
円
に

特
別
控
除
を
廃
止

ῼ
公
的
年
金
等
受
給
者
に
対
す
る
特
別
控
除
が
廃
止
に
 
昭

和
15
年
以
前
生
ま
れ
の
方
が
対
象
 

国
民
健
康
保
険
税
に
お
け
る
経
過
措
置
を
設
置

ῼ
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
創
設
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
税
に

お
け
る
経
過
措
置
 
所
得
が
低
い
世
帯
の
軽
減
／
世
帯
割
り

で
賦
課
さ
れ
る
分
の
保
険
税
の
軽
減
／
被
扶
養
者
で
あ
ℕ
た

方
の
保
険
税
の
軽
減
 

請
願
⋯
道
路
改
良
舗
装
に
つ
い
て

側
溝
と
舗
装
工
事
を
早
急
に
！

鉢
形
地
内
の
町
道
舗
装
、
請
願
を
採
択

　
寄
居
町
大
字
鉢
形
地
内
 
上
の
原
 
の
未
舗
装
の
町
道
６
０
５
２

号
線
に
つ
い
て
Ὶ
改
良
舗
装
を
求
め
た
も
の
で
す
Ί

　
こ
の
請
願
は
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
委

員
会
で
は
道
路
の
現
状
に
つ
い
て
現
地
視
察
を
行
な
い
ま
し

た
。
そ
の
後
審
査
を
し
た
結
果
、
委
員
か
ら
は
、﹁
関
係
地
権

者
の
承
諾
書
も
提
出
さ
れ
て
お
り
、
東
と
西
は
広
い
道
路
に

接
続
し
、
事
業
の
合
理
性
が
あ
り
採
択
す
べ
き
で
あ
る
。
﹂
等

の
意
見
が
あ
り
、
委
員
会
で
は
全
員
賛
成
で
採
択
す
べ
き
も

の
と
決
ま
り
ま
し
た
。

　
そ
の
審
査
結
果
が
報
告
さ
れ
た
本
会
議
に
お
い
て
も
、
全

員
賛
成
で
採
択
し
ま
し
た
。
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‒
そ
の
他
の
改
正
–

上程された議案（計10件） 結 果

議

会

だ

よ

り

掲

載

ペ
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ジ
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×：反対

佐

藤

理

美

田
母
神
節
子

室

岡

重

雄

原

口

　

孝

松

本

　

勇

大
久
保
博
幸

佐
野
千
賀
子

押

田

秀

夫

稲

山

良

文

坂

本

建

治

本
間
登
志
子

大

平

久

幸

原

口

　

昇

石

井

康

二

岡

本

安

明

条例の一部改正
寄居町税条例 可決 (賛多) P. 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ × ○ ○

寄居町国民健康保険税条例 可決 (賛多) P. 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ × ○ ○

寄居町こども医療費支給に関する条例 可決 (全賛)  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

寄居町都市計画税条例 可決 (全賛)  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願
道路改良舗装について 可決 (全賛) P. 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人事案件
寄居町固定資産評価審査委員会委員の選任 可決 (全賛)  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人権擁護委員の推薦 可決 (全賛) P. 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　　　　　

その他の議案
埼玉県市町村総合事務組合の規約変更 可決 (全賛)  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

寄居町土地開発公社定款の一部変更 可決 (全賛)  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○

専決処分の承認について（寄居町税条例の一部改正） 可決 (賛多)  － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ × ○ ○

※）議長は議事進行を行なうため、賛否の表明はしません。ただし、採決
で賛否が同数となった場合は「議長裁決」という形で賛否表明をします。

寄
居
町
税
条
例
の
一
部
改
正

個
人
住
民
税
に
お
け
る
寄
附
金
税
制
の
拡
充

ふ
る
さ
と
納
税
へ
の
対
応
・
寄
付
金
控
除
の
適
用
下
限
額
５
０
０
０
円
に

　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
平
成
20
年
４
月

30
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
Ὶ規
定
の
整
備
が
必
要
に

な
ℕ
た
こ
と
か
ら
Ὶ条
例
の
改
正
を
行
な
う
も
の
で
す
Ί

　
提
案
後
、本
会
議
で
審
議
さ
れ
、賛
成
多
数
で
可
決
し

ま
し
た
Ί

個
人
住
民
税
に
お
け
る
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
制
度
の
導
入

ῼ
介
護
保
険
Ὶ
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
同
じ
年
間
18
万
円

以
上
の
老
齢
基
礎
年
金
者
が
対
象

証
券
税
制
の
見
直
し

ῼ
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
益
Ὶ
配
当
に
係
る
軽
減
税
率
の

廃
止

固
定
資
産
税

ῼ
新
築
住
宅
に
係
る
減
額
特
例
の
延
長

　
な
お
、
本
会
議
に
お
い
て
田
母
神
節
子

議
員
よ
り
﹁
す
べ
て
に
反
対
す
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
消
え
た
年
金
の
解
決
が
な
い

ま
ま
、
こ
れ
以
上
取
り
や
す
い
年
金
か
ら

の
個
人
住
民
税
の
天
引
き
は
許
せ
な
い
﹂

と
の
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

木
島
千
惠
氏
が
９
月
30
日
で
任
期
満
了
に
な
る

こ
と
に
伴
い
Ὶ
推
薦
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
す
Ί

（寄居町寄居）

この人を推薦しました

人
権
擁
護
委
員
︵
新
任)

産業建設常任委員会による

請願場所の現地視察（鉢形 上の原）


